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筆
者
は
今
か
ら
六
年
程
以
前
、
即
ち
平
成
八
年
（
一
九
九
六
）
十
月
、
『
創
文
』
第
三
八
一
号
に
「
刑
法
草
書
と
式
目
と
律
令
と

ー
前
近
代
の
法
典
編
纂
ー
」
と
題
す
る
短
い
一
文
を
掲
載
し
た
。
こ
の
拙
文
は
『
熊
本
藩
法
制
史
料
集
』
（
小
林
宏
・
高
塩
博
編
、

創
文
社
刊
）
の
出
版
を
契
機
に
著
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
熊
本
藩
の
刑
法
草
書
は
、
中
国
法
で
あ
る
明
律
を
大
幅
に
継
受
し
て
、
そ
の
巻
頭
に
総
則
的
規
定
を
配
す
る
等
、
体
系
的
に
構

　
　
成
さ
れ
た
最
初
の
藩
法
典
で
あ
り
、
そ
の
後
、
同
藩
に
お
い
て
訓
訳
さ
れ
た
「
清
律
例
彙
纂
」
と
共
に
、
明
治
期
に
入
っ
て
維
新
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政
府
の
刑
法
典
の
編
纂
と
そ
の
運
用
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
又
刑
法
草
書
に
は
従
来
か
ら
弊
害
の
多
か
っ
た
追
放
刑
を
原
則
と
し

　
　
て
廃
止
し
、
代
っ
て
徒
刑
制
が
設
け
ら
れ
た
が
、
こ
の
制
度
は
改
善
主
義
に
立
脚
し
た
我
が
国
近
代
的
自
由
刑
の
濫
膓
と
い
わ
れ

　
　
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
刑
法
草
書
の
も
つ
特
色
に
注
目
す
る
と
、
そ
こ
に
は
近
代
の
法
典
に
直
接
繋
が
る
よ
う
な
斬
新
な
性
質
が
顕
著
で

　
　
あ
る
が
、
一
方
で
は
、
こ
の
法
典
は
律
令
や
式
目
等
の
古
代
、
中
世
の
法
典
と
共
通
す
る
一
面
を
も
有
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
刑
法
草
書
、
式
目
、
律
令
等
を
一
括
し
て
前
近
代
の
法
典
と
し
て
捉
え
、
明
治
以
降
の
近
代
的
法

　
　
典
と
対
比
し
て
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
の
試
み
は
ま
た
、
ほ
ぼ
完
全
な
ま
で
に
現
存
す
る
刑
法
草
書
編
纂
に
関
す
る
草
案

　
　
類
や
意
見
類
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
謎
の
多
い
古
代
、
中
世
の
法
典
編
纂
の
解
明
に
或
る
程
度
の
示
唆
を
与
え
る
こ
と
に
も

　
　
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
右
に
み
る
筆
者
の
見
解
は
、
現
在
も
、
そ
の
大
筋
に
お
い
て
は
変
っ
て
い
な
い
。
た
だ
『
創
文
』
に
発
表
し
た
際
に
は
、
紙
数
の
制

約
か
ら
論
旨
を
述
べ
る
に
止
ま
り
、
そ
の
考
証
の
多
く
を
省
か
ざ
る
を
得
ず
、
ま
た
そ
の
後
、
調
査
の
対
象
を
聯
か
拡
げ
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
こ
こ
に
再
び
前
近
代
の
法
典
編
纂
に
つ
い
て
考
え
、
若
干
の
問
題
提
起
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
本
稿
で
は
、
前
近
代
の

法
典
編
纂
を
熊
本
藩
の
「
刑
法
草
書
」
そ
の
他
、
「
御
成
敗
式
目
」
、
日
本
律
令
等
に
つ
い
て
述
べ
る
に
止
ま
り
、
そ
れ
以
外
の
法
典
、

法
書
の
類
に
つ
い
て
は
殆
ど
言
及
し
て
い
な
い
。
筆
者
の
非
力
の
為
で
あ
る
が
、
そ
の
点
、
今
後
は
博
雅
の
御
教
示
を
仰
ぎ
た
い
と
思

　
0

》
つ
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1

熊
本
藩
「
刑
法
草
書
」

　
熊
本
藩
の
「
刑
法
草
書
」
は
、
周
知
の
如
く
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
五
月
、
大
奉
行
堀
平
太
左
衛
門
勝
名
に
よ
っ
て
藩
主
細
川
重

賢
に
捧
呈
さ
れ
、
翌
五
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
宝
暦
四
年
制
定
・
同
五
年
施
行
の
「
刑
法
草
書
」
は
、
今
日
流
布
し
て
い
る

宝
暦
十
一
年
に
施
行
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
宝
暦
十
一
年
施
行
本
と
大
差
の
な
い
も
の
と
、
長
い
間
、
考
え
ら
れ
て
来
た
。
昭
和
十
八
年

（
一
九
四
三
）
に
刊
行
さ
れ
た
京
都
帝
国
大
学
法
学
部
日
本
法
制
史
研
究
室
編
『
近
世
藩
法
資
料
集
成
　
第
二
巻
』
（
京
都
帝
国
大
学
法

学
部
発
行
）
及
び
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
○
）
に
刊
行
さ
れ
た
京
都
大
学
日
本
法
史
研
究
会
編
『
藩
法
史
料
集
成
』
（
創
文
社
刊
）

に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
御
刑
法
草
書
附
例
」
は
、
こ
の
宝
暦
十
一
年
施
行
本
を
も
と
に
し
て
、
そ
れ
に
追
加
法
で
あ
る
「
例
」
を
付
加

し
て
天
保
十
年
（
一
八
三
九
）
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
従
来
は
右
の
京
大
本
「
刑
法
草
書
」
と
大
差
な
き
も
の
が
宝
暦
四

年
に
制
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
右
の
通
説
に
対
し
、
近
時
高
塩
博
氏
は
異
議
を
唱
え
、
宝
暦
四
年
制
定
・
同
五
年
施
行
の
「
刑
法
草
書
」
は
、
前
記
京
大
本
「
刑
法

草
書
」
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
っ
て
、
京
大
本
「
刑
法
草
書
」
は
宝
暦
五
年
以
降
に
改
め
て
編
纂
を
開
始
し
、
宝
暦
十
一
年
に
そ
の

編
纂
を
完
了
し
た
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
宝
暦
四
年
制
定
・
同
五
年
施
行
の
「
刑
法
草
書
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い

え
ば
、
そ
れ
は
か
つ
て
牧
健
二
氏
が
堀
の
最
初
の
試
案
と
さ
れ
た
「
刑
法
草
書
」
（
い
わ
ゆ
る
堀
草
書
）
が
即
ち
そ
れ
に
当
る
と
い
う

　
　
　
（
1
）

の
で
あ
る
。
右
の
高
塩
氏
の
新
説
は
、
そ
の
考
証
厳
密
に
し
て
疑
い
を
入
れ
る
余
地
が
な
い
。

　
そ
れ
で
は
前
記
京
大
本
「
刑
法
草
書
」
に
近
似
し
た
「
刑
法
草
書
」
が
宝
暦
四
年
に
制
定
さ
れ
た
と
従
来
誤
認
さ
れ
て
来
た
の
は
何
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故
で
あ
る
か
。

　
（
2
）

な
ろ
う

⑥⑤④③②①
　
宝
暦
十
一
年
施
行
本
が
宝
暦
四
年
捧
呈
本
の
よ
う
に
誤
認
さ
れ
て
来
た
理
由
の
第
一
は
、

右
の
宝
暦
四
年
捧
呈
本
①
と
宝
暦
十
一
年
施
行
本
⑥
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、

す
る
も
の
の
、

も
別
個
の
法
典
の
よ
う
に
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
今
、
宝
暦
四
年
か
ら
同
十
一
年
に
至
る
「
刑
法
草
書
」
の
成
立
過
程
の
節
目
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に

O

堀
第
一
草
書
（
宝
暦
四
年
捧
呈
本
）
、
一
冊

堀
第
二
草
書
（
宝
暦
五
年
施
行
本
）
、
一
冊

「
律
艸
書
」
（
原
題
「
刑
法
草
書
」
、
宝
暦
十
一
年
施
行
本
に
向
け
て
の
試
案
）
、
一
冊

清
田
新
助
起
草
の
第
一
次
草
案
、
四
冊

志
水
才
助
起
草
の
第
二
次
草
案
、
三
冊

宝
暦
十
一
年
施
行
本
、
三
冊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
先
ず
次
の
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
即
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
両
者
は
共
に
「
刑
法
草
書
」
と
い
う
同
一
の
名
称
は
有

　
　
　
そ
の
起
草
者
、
条
文
数
、
全
体
の
構
成
、
規
定
の
内
容
（
刑
罰
体
系
等
）
に
か
な
り
の
相
違
が
あ
り
、
両
者
は
あ
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
、
両
者
を
図
式
化
し
て
対
比
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

起
草
者

条
文
数

構
　
　
成

規
定
内
容

宝
暦
四
年
捧
呈
本

堀
平
太
左
衛
門

本
文
五
八
個
条
、
附
録
二
個
条

本
文
と
附
録
、
一
冊

〔
刑
罰
体
系
〕

答
刑
　
十
～
百
（
十
等
）

宝
暦
十
一
年
施
行
本

清
田
新
助

一
四
二
個
条

八
編
九
五
条
目
、
三
冊

〔
刑
罰
体
系
〕

答
刑
　
十
～
百
（
十
等
）
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（
例
示
）

眉
な
し
の
刑
　
一
年
～
三
年
（
五
等
）

追
放
の
刑
　
三
里
～
七
里
（
五
等
）

御
境
目
追
放

死
刑
　
刎
首
・
斬
罪
・
礫
・
焚
殺

〔
第
十
六
条
〕

一
牛
馬
を
盗
む
も
の
ハ
軽
重
を
論
せ
ず
、

秋
刎
首
す
べ
き
事

徒
刑
　
答
六
十

　
　
　
答
七
十

　
　
　
答
八
十

　
　
　
答
九
十

　
　
　
答
百

　
　
　
刺
墨

　
　
　
穎
刺
墨

　
　
　
穎
刺
墨

　　答
答答百徒徒徒徒徒
百百　三二二一一
　　徒年年年年年
雑徒三　半　半
戸三年
　年

死
刑
　
刎
首
・
斬
・
臭
首
・
礫
・
焚

〔
盗
賊
篇
第
八
条
〕

一
牛
馬
を
盗
取
候
者
、
た
と
ひ
原
野
に
放
養
せ
し
む
る
も
の
と

　
い
へ
共
、
守
者
之
有
無
に
不
拘
、
斬
罪
、
○
船
を
盗
者
も
右

　
同
前

　
　
但
、
既
に
盗
と
い
へ
共
、
早
刻
被
取
返
候
欺
、
又
ハ
盗
之

　
　
情
緒
に
因
て
ハ
臨
時
判
決

　
　
　
臨
時
判
断
之
例

○
玉
名
郡
江
田
村
伝
助
と
申
者
、
馬
を
盗
、
売
可
申
と
致
候
へ

共
、
・

　
即
ち
右
の
表
に
み
る
よ
う
な
宝
暦
十
一
年
施
行
本
と
甚
だ
し
く
異
な
っ
た
体
裁
や
内
容
を
も
つ
刑
法
草
書
が
宝
暦
四
年
当
時
、
制
定

さ
れ
る
筈
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
宝
暦
十
一
年
施
行
本
が
宝
暦
四
年
捧
呈
本
と
誤
認
さ
れ
て
来
た
理
由
の
第
二
は
、
宝
暦
十
一
年
施
行
本
の
「
刑
法
草
書
」
に
は
、
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（
3
）

「
宝
暦
四
年
甲
戌
夏
五
月
」
の
日
付
を
も
つ
堀
勝
名
起
草
の
「
序
」
を
掲
載
し
て
い
る
伝
本
が
い
く
つ
か
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。
更
に

誤
認
さ
れ
て
来
た
理
由
の
第
三
は
、
宝
暦
四
年
の
「
刑
法
草
書
」
の
制
定
に
関
し
て
は
、
熊
本
藩
の
公
的
な
記
録
に
屡
々
認
め
ら
れ
る

が
、
宝
暦
十
一
年
施
行
本
の
編
纂
に
は
多
大
の
労
力
と
足
か
け
七
年
の
長
い
期
間
と
が
費
さ
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
編
纂
に
関
し
て

は
同
藩
の
公
的
記
録
に
は
一
切
み
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
以
上
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
に
せ
よ
、
宝
暦
十
一
年
施
行
本
に
近
い
内
容
を
も
つ
「
刑
法
草
書
」
が
宝
暦
四
年
に
制
定
さ
れ

た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
何
故
で
あ
る
か
、
更
に
そ
の
理
由
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
誤
認
の
理
由
の
第
三
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

あ
げ
た
事
実
に
関
し
て
、
高
塩
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
事
は
、
お
そ
ら
く
次
の
事
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
宝
暦
十
一
年
施
行
本
の
編
纂
・
制
定
は
、
新
規
の
刑
法
典
を
編
纂
・

　
　
制
定
す
る
仕
事
で
は
な
く
、
宝
暦
五
年
施
行
の
「
刑
法
草
書
」
（
堀
第
二
草
書
）
を
増
補
改
訂
す
る
作
業
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
が
証
拠
に
法
典
の
名
称
に
変
更
は
な
い
。
中
国
の
明
律
例
を
お
お
い
に
参
酌
し
、
ま
た
幕
府
に
お
け
る
徳
川
吉
宗
の
刑
政
改

　
　
革
に
も
学
び
つ
つ
、
答
刑
や
徒
刑
を
採
用
し
て
従
来
の
追
放
刑
を
廃
止
す
る
な
ど
、
刑
法
刷
新
の
基
本
方
針
は
宝
暦
五
年
施
行
の

　
　
「
刑
法
草
書
」
に
よ
っ
て
既
に
決
定
し
て
い
た
。
そ
れ
故
、
宝
暦
十
一
年
施
行
本
の
編
纂
は
、
法
典
を
よ
り
整
備
し
て
様
々
な
態

　
　
様
の
犯
罪
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
し
、
刑
政
の
改
革
を
よ
り
木
目
細
く
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
作
業
で
あ
っ
た
と
理
解
さ

　
　
れ
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
高
塩
氏
の
言
を
補
足
す
れ
ば
、
更
に
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
堀
を
含
め
て
宝
暦
五
年
以
後
の
「
刑
法
草
書
」
の

編
纂
に
携
わ
っ
た
人
々
は
、
堀
に
よ
る
当
初
の
、
即
ち
宝
暦
四
年
の
法
典
編
纂
の
意
義
を
高
く
評
価
し
、
次
期
の
法
典
編
纂
の
事
業
が

い
か
に
大
規
模
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
堀
草
書
①
の
修
訂
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
以
上
の
意
識
を
も
た
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
堀
草
書
①
と
宝
暦
十
一
年
施
行
本
⑥
と
は
、
体
裁
、
内
容
と
も
に
異
な
る
部
分
が
大
き
い
け
れ
ど
も
、
当
時
の



人
々
に
と
っ
て
両
者
を
貫
く
藩
法
典
制
定
の
理
念
や
立
法
の
精
神
は
聯
か
も
変
っ
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

考
え
れ
ば
、
誤
認
の
理
由
と
し
て
あ
げ
た
前
記
三
つ
の
事
実
も
、
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
し
て

理
解
が
行
く
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
堀
草
書
や
そ
の
後
の
草
案
類
は
、
宝
暦
十
一
年
施
行
の
「
刑
法
草
書
」
に
明
文
規
定
の
存
し
な
い
場
合
、
そ
の
補
充
法
と
し
て

の
機
能
を
果
し
、
「
刑
法
草
書
」
の
規
定
の
解
釈
や
そ
の
追
加
法
で
あ
る
「
例
」
の
立
法
の
法
的
根
拠
と
も
な
っ
て
い
る
。
前
記
「
序
」

も
、
そ
の
後
の
草
案
類
の
起
草
、
「
刑
法
草
書
」
の
規
定
の
改
正
、
「
例
」
の
立
法
、
判
例
の
変
更
等
を
正
当
化
す
る
為
の
論
拠
や
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

理
由
づ
け
と
な
り
、
「
刑
法
草
書
」
の
運
用
に
指
針
を
与
え
て
、
そ
れ
を
合
理
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
機
能
を
有
し
た
。
こ

の
よ
う
に
堀
草
書
や
草
案
類
及
び
「
序
」
等
が
そ
の
後
の
熊
本
藩
に
お
い
て
高
い
権
威
を
有
し
、
事
あ
る
毎
に
そ
れ
ら
が
為
政
者
に
よ

っ
て
参
照
さ
れ
た
と
い
う
事
実
も
、
宝
暦
五
年
以
降
の
「
刑
法
草
書
」
改
正
に
従
事
し
た
人
々
の
意
識
を
上
記
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
、

よ
く
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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2

会
津
藩
「
刑
則
」

　
次
に
熊
本
藩
の
「
刑
法
草
書
」
に
関
連
し
て
、
会
津
藩
の
「
刑
則
」
の
編
纂
に
つ
い
て
み
て
行
く
こ
と
と
す
る
。
会
津
藩
の
藩
政
改

革
は
、
熊
本
藩
の
宝
暦
の
改
革
を
モ
デ
ル
と
し
て
遂
行
さ
れ
、
そ
の
成
果
の
一
つ
と
し
て
藩
法
典
「
刑
則
」
が
制
定
さ
れ
た
。
今
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
九
〇
）

の
「
刑
則
」
の
体
裁
を
現
存
の
写
本
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
の
巻
頭
に
は
「
寛
政
二
年
庚
戌
春
三
月
」
の
日
付
を
有
す
る
序
文
が
お
か

れ
、
次
に
「
刑
則
」
の
本
文
が
「
士
人
」
、
「
庶
人
」
、
「
士
庶
通
条
」
に
分
け
て
記
さ
れ
、
末
尾
に
は
「
寛
政
八
年
丙
辰
」
の
日
付
を
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

す
る
践
文
が
存
す
る
。
ま
た
会
津
藩
の
正
史
で
あ
る
『
家
政
実
紀
』
の
寛
政
二
年
三
月
五
日
条
に
は
、
「
諸
士
及
歩
雑
人
之
刑
法
被
相

定
」
と
し
て
、
そ
の
内
容
が
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
「
此
刑
則
、
初
ハ
大
綱
計
を
以
相
伺
候
処
、
不
足
之
廉
在
之
、
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追
々
評
議
之
上
相
伺
、
数
条
を
加
へ
、
寛
政
八
年
二
至
リ
成
就
二
相
成
候
」
と
い
う
二
行
割
の
注
記
が
あ
り
、
前
記
「
刑
則
」
写
本
の

践
文
に
も
、
「
右
刑
則
成
於
寛
政
庚
戌
之
春
、
錐
大
綱
既
挙
、
有
細
目
未
墨
者
、
臨
時
議
之
、
追
定
之
、
庚
戌
之
後
、
於
是
執
政
奉
教

命
、
再
録
数
條
補
其
閾
略
、
而
憲
諸
有
司
焉
、
後
人
見
其
與
庚
戌
之
後
相
渉
者
莫
嫌
之
、
寛
政
八
年
丙
辰
」
と
あ
る
か
ら
、
「
刑
則
」

な
る
藩
法
典
は
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
三
月
に
制
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
若
干
の
条
文
が
増
補
さ
れ
、
寛
政
八
年
に
至
っ
て
完

成
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
が
い
く
つ
か
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
第
一
に
現
存
の
「
刑
則
」
写
本
は
、
前
掲
の
蹟
文
か
ら
し
て
寛
政
八
年
に
成
立
し
た
「
刑
則
」
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
誤

り
な
い
が
、
そ
の
序
文
の
日
付
は
「
寛
政
二
年
庚
戌
春
三
月
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
も
し
右
の
践
文
や
『
家
世
実
紀
』
の
前

掲
記
事
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
写
本
は
寛
政
二
年
三
月
に
制
定
さ
れ
た
「
刑
則
」
を
写
し
た
も
の
と
一
般
に
は
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
寛
政
二
年
三
月
か
ら
同
八
年
ま
で
に
増
補
さ
れ
た
「
数
条
」
（
践
文
・
『
家
世
実
紀
』
に
拠
る
）
が
「
刑
則
」
の
条
文
中
の
ど

れ
に
当
る
か
、
右
の
写
本
か
ら
は
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
第
三
に
現
存
す
る
「
刑
則
」
写
本
に
み
え
る
庶
人
に
対
す
る
刑
罰
は
、
答
刑
五
等
、
杖
刑
五
等
、
徒
刑
五
等
で
あ
る
が
、
肉
刑
は
四

等
、
死
刑
は
三
等
と
な
っ
て
お
り
、
合
計
二
十
二
等
で
あ
る
。
し
か
る
に
『
家
世
実
紀
』
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
十
一
月
五
日
条
の

記
事
に
よ
る
と
、
寛
政
二
年
制
定
の
「
刑
則
」
は
、
庶
人
に
対
す
る
刑
罰
を
答
杖
徒
肉
死
の
五
刑
と
し
、
更
に
そ
の
夫
々
を
五
等
に
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

け
、
合
計
二
十
五
等
と
し
て
い
た
可
能
性
が
大
で
あ
る
。
も
し
『
家
世
実
紀
』
の
前
掲
記
事
が
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
寛
政
二
年
制

定
の
「
刑
則
」
と
同
八
年
増
補
の
「
刑
則
」
と
で
は
、
そ
の
刑
罰
体
系
が
若
干
異
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
原
「
刑
則
」
序
の

注
解
（
後
述
）
に
は
、
そ
の
序
の
文
「
可
宥
者
宥
之
」
を
解
釈
し
て
、
「
可
レ
宥
者
宥
レ
之
ト
ハ
蹟
〔
バ
ツ
・
シ
リ
ヱ
〕
二
見
ユ
ル
通

リ
、
老
少
・
廃
疾
・
不
識
・
過
失
・
遺
忘
ノ
ル
イ
、
宥
ム
ル
ノ
仕
形
本
文
ニ
ア
リ
」
と
記
し
て
お
り
、
寛
政
二
年
制
定
の
「
刑
則
」
に

は
践
文
が
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
右
に
相
当
す
る
蹟
文
は
現
存
の
「
刑
則
」
写
本
に
は
み
え
て
い
な
い
。
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第
四
に
『
家
世
実
紀
』
に
は
、
「
刑
則
」
が
制
定
さ
れ
た
寛
政
二
年
三
月
五
日
条
に
、
そ
の
制
定
の
記
事
が
み
え
る
が
、
「
刑
則
」
の

増
補
修
訂
の
完
了
し
た
寛
政
八
年
に
は
、
そ
れ
に
関
す
る
記
事
は
な
く
、
増
補
修
訂
の
記
事
は
、
前
述
の
如
く
寛
政
二
年
三
月
五
日
条

の
「
刑
則
」
制
定
の
記
事
の
中
に
割
注
と
し
て
み
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
寛
政
二
年
制
定

の
「
刑
則
」
と
同
八
年
修
正
増
補
の
「
刑
則
」
と
の
関
係
は
、
前
記
熊
本
藩
宝
暦
四
年
制
定
の
「
刑
法
草
書
」
と
同
十
一
年
施
行
の

「
刑
法
草
書
」
と
の
関
係
に
ほ
ぼ
等
し
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
さ
て
、
こ
こ
に
更
に
瞠
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
現
存
の
「
刑
則
」
写
本
に
み
え
る
序
文
と
は
異
な
る
「
刑
則
」
の
序
文
と

そ
の
注
解
が
近
時
、
高
塩
博
氏
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
（
「
刑
則
制
定
調
査
書
」
第
一
冊
、
福
島
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）
。

こ
の
序
文
は
、
発
見
さ
れ
た
関
連
史
料
の
考
察
か
ら
寛
政
二
年
三
月
の
「
刑
則
」
制
定
時
の
も
の
と
見
徹
し
て
先
ず
間
違
い
な
い
で
あ

（
9
）

ろ
う
。
そ
う
す
る
と
現
存
写
本
の
「
刑
則
序
」
は
、
「
寛
政
二
年
庚
戌
春
三
月
」
の
日
付
を
有
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
時
点
に
お
い

て
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
恐
ら
く
寛
政
八
年
に
「
刑
則
」
の
増
補
修
訂
が
完
了
し
た
際
に
新
し
く
作
り
変
え
ら
れ
た
、
い
わ
ば
修

正
さ
れ
た
序
文
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
今
、
両
者
を
区
別
し
て
、
寛
政
二
年
撰
の
序
を
原
「
刑
則
」
序
、
寛
政
八
年
撰
の
序
を
単
に

「
刑
則
」
序
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
次
に
両
者
の
原
文
を
夫
々
対
照
し
て
掲
げ
る
こ
と
と
す
る
。

寛
政
二
年
撰
の
「
刑
則
」
の
序
文

　
刑
則

A
夫
刑
者
政
之
柄
也
、
不
得
其
中
正
、
則
民
不
堪
、
鴎
義
姦
究
混
混

　
起
焉
、
奪
撰
矯
度
募
雰
至
焉
、
故
先
王
制
五
刑
之
法
、
以
糾
正
其

　
當
否
、
不
可
不
愼
也
、

寛
政
八
年
撰
の
「
刑
則
」
の
序
文

A
刑
則
序

夫
刑
者
所
以
弼
教
也
、
不
得
其
中
正
、
則
民
無
所
錯
手
足
、

至
於
鴎
義
姦
完
、
奪
撰
矯
度
莫
不
為
焉
、
昔
者
舜
命
皐
陶
、

典
刑
、
流
宥
五
刑
、
鞭
作
官
刑
、
朴
作
教
刑
、
金
作
贋
刑
、

騨
赦
、
沽
終
賊
刑
、
淑
問
之
道
至
臭
墨
臭
、
然
猶
戒
之
日
、

欽告象其
哉突以究
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B
故
継

　
先
公
之
余
意
、
因

　
前
代
之
制
、
参
考
唐
明
之
律
、
從
宜
損
益
之
、
定
五
刑
之
法
、
錐

　
然
刑
豊
所
以
刑
人
也
、
用
之
為
不
用
之
也
、
故
日
刑
期
無
刑
、
亦

　
可
不
愼
乎
、
今
其
罪
不
當
死
者
、
遷
降
於
他
邦
臭
、
大
抵
被
罰
往

　
於
四
方
者
、
無
由
醐
口
、
復
潜
帰
国
、
再
三
犯
法
、
遂
至
取
死
、

　
壼
不
悲
、
且
駆
姦
賊
、
移
患
於
四
方
、
亦
所
不
忍
也
、
是
非
前
代

　
之
非
、
時
勢
皆
然
、
故
革
其
弊
、
因
旧
法
可
宥
者
宥
之
、

C
自
今
當
遷
降
者
、
萌
黄
服
章
以
上
及
淺
黄
服
章
者
、
幽
閑
宅
、
或

　
終
身
虞
之
、
或
二
三
年
、
或
責
付
父
兄
保
管
、
皆
以
講
習
文
学
、

　
憤
発
勤
学
、
志
存
義
烈
者
、
不
待
期
而
赦
之
、
農
商
之
類
、
亦
皆

　
賓
之
囹
圖
中
、
而
役
煩
辱
之
事
、
又
教
之
、
有
悔
非
改
過
、
能
勤

　
役
事
者
、
及
期
帰
家
、
与
米
穀
幾
許
、
令
無
失
産
、

D
或
答
或
杖
或
徒
或
肉
或
死
、
軽
重
各
有
科
、
詳
書
以
示
之
執
事

　
欽
哉
、
惟
刑
之
憧
哉
、
記
日
、
刑
者
例
也
、
例
者
成
也
、
一
成
而

　
不
可
変
、
故
君
子
墨
心
焉
、
可
不
愼
哉
、

B
伏
惟

　
先
神
君
之
麗
刑
也
、
克
得
其
意
而
協
中
正
臭
、
爾
来
悉
随
故
轍
、

　
而
不
変
改
百
有
余
年
、
干
蔽
今
古
時
勢
不
同
、
則
可
於
古
而
不
可

　
於
今
者
、
往
々
之
有
、
蓋
幽
家
幽
獄
之
日
限
、
罰
蹟
之
多
寡
、
軽

　
重
参
差
至
今
難
　
書
一
、
而
罰
目
煩
多
、
非
三
千
之
罪
属
五
刑
之

　
謂
也
、
又
罪
不
至
刑
殺
者
、
有
放
他
邦
遷
郷
貫
、
禁
城
下
俳
徊

　
類
、
乃
古
之
流
也
、
然
被
罰
離
散
者
、
無
由
観
口
、
復
潜
帰
郷

　
里
、
再
三
犯
法
、
或
至
取
死
、
亦
所
不
忍
也
、
於
是
今
、

　
公
命
執
政
承

　
先
神
君
之
遺
意
、
参
三
代
之
制
、
考
唐
明
之
律
、
從
宜
損
益
、

C
新
設
答
杖
、
多
代
幽
家
幽
獄
及
罰
贋
、
放
他
邦
遷
郷
貫
、
禁
城
下

　
俳
徊
者
、
改
為
徒
人
、
常
賓
之
園
土
、
而
施
役
事
、
期
満
則
赦
還

　
郷
里
、
孤
独
乏
生
業
者
、
与
口
糧
養
購
、
以
無
失
産
、
園
土
之

　
中
、
有
悔
過
改
行
者
、
先
期
赦
之
、
又
以
礫
罪
為
諌
罰
、
降
謙
罰

　
為
刎
首
、
且
再
興
則
則
、
以
刎
代
則
、
而
大
罪
則
一
因
旧
貫
、
以

　
定
五
刑
臭
、
士
人
犯
罪
、
多
随
故
轍
而
定
軽
重
、
若
夫
放
他
邦
遷

　
郷
貫
、
禁
城
下
俳
徊
者
、
新
設
閑
宅
幽
之
、
或
責
附
父
兄
保
管

　
焉
、
各
有
年
限
、
皆
令
講
習
文
学
、
其
能
改
悔
密
学
働
行
義
者
、

　
亦
先
期
赦
之
、

D
凡
建
法
如
左
方
、
名
日
刑
則
、
以
憲
諸
有
司
、
錐
然
刑
豊
刑
人
之



者
、
速
断
獄
訟
、
閲
実
其
罪
勿
失
中
正
臭
、

寛
政
二
庚
戌
年
三
月

謂
乎
、
所
以
期
干
無
刑
也
、
故
日
辟
以
止
辟
乃
辟
、
又
日
罪
懲
非

死
、
人
極
干
病
、
有
司
能
体
此
意
、
得
其
情
議
其
罪
、
而
勿
違
中

正
臭
、

　
寛
政
二
年
庚
戌
春
三
月
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右
に
掲
げ
た
両
者
の
内
容
を
検
討
す
る
と
、
一
応
、
次
の
よ
う
に
四
つ
の
段
落
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
A
は
中
国
の
経
書
の
文
を
引
用
し
て
刑
罰
の
一
般
的
な
目
的
を
述
べ
る
。

　
B
は
「
刑
則
」
の
制
定
を
宣
言
し
、
そ
の
制
定
の
理
由
を
、
と
く
に
追
放
刑
の
弊
害
と
の
関
連
に
お
い
て
述
べ
る
。

　
C
は
「
刑
則
」
に
規
定
す
る
刑
罰
の
特
色
、
と
く
に
そ
の
教
化
改
善
主
義
に
つ
い
て
庶
人
と
士
人
と
に
分
け
て
述
べ
る
。

　
D
は
結
語
と
し
て
司
法
実
務
に
携
わ
る
官
吏
に
対
し
、
「
刑
則
」
の
運
用
を
適
正
な
ら
し
め
る
為
の
要
望
を
述
べ
る
。

　
さ
て
原
「
刑
則
」
序
と
「
刑
則
」
序
と
を
比
べ
る
な
ら
ば
、
そ
の
文
章
に
は
か
な
り
の
径
庭
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
構
成
及
び
内

容
は
、
右
に
み
る
よ
う
に
A
刑
罰
の
一
般
的
目
的
、
B
「
刑
則
」
制
定
の
理
由
、
C
「
刑
則
」
の
特
色
、
D
結
語
と
な
っ
て
お
り
、
両

者
の
間
に
相
違
は
な
い
。
高
塩
氏
は
原
「
刑
則
」
序
を
威
嚇
主
義
、
「
刑
則
」
序
を
教
化
主
義
と
し
て
捉
え
、
こ
れ
は
寛
政
八
年
に
至

っ
て
「
刑
則
」
制
定
の
趣
旨
が
大
き
く
転
換
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
が
、
筆
者
は
「
刑
則
」
序
は
原
「
刑
則
」
序
を
丁
寧
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

詳
し
く
説
明
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
「
刑
則
」
序
が
寛
政
八
年
増
補
修
訂
の
際
に
、
原
「
刑
則
」
序
を
改
め
て
新
し
く
撰
述
さ
れ
た
と
思
わ

れ
る
に
も
拘
ら
ず
、
な
お
依
然
と
し
て
「
寛
政
二
年
庚
戌
春
三
月
」
と
い
う
年
紀
は
改
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
何
故
、
寛
政

八
年
撰
の
「
刑
則
」
序
に
「
寛
政
二
年
三
月
」
と
い
う
原
「
刑
則
」
序
の
年
紀
が
そ
の
ま
ま
記
さ
れ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
こ
そ

「
刑
則
」
の
序
文
の
趣
旨
、
即
ち
「
刑
則
」
そ
の
も
の
の
立
法
趣
旨
が
寛
政
二
年
と
寛
政
八
年
と
で
何
ら
変
っ
て
い
な
い
と
当
時
考
え
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ら
れ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
以
上
、
熊
本
藩
の
「
刑
法
草
書
」
と
会
津
藩
の
「
刑
則
」
と
の
編
纂
に
つ
い
て
述
べ
て
来
た
が
、
そ
の
問
題
点
を
整
理
す
る
と
、
次

の
よ
う
に
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
一
、
現
存
す
る
法
典
の
伝
本
に
、
そ
の
制
定
の
年
紀
が
記
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
原
法
典
の
制
定
さ
れ
た
年
紀
を
示
す
も
の
で
あ

　
　
っ
て
、
そ
の
伝
本
の
内
容
が
そ
の
年
紀
の
時
点
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。

　
二
、
原
法
典
と
修
正
を
経
た
法
典
と
で
は
、
そ
の
条
文
の
数
、
条
文
の
配
列
、
条
文
の
内
容
、
更
に
は
条
文
の
文
体
、
法
典
の
構
成

　
　
（
巻
立
て
、
章
立
て
等
）
、
起
草
者
に
至
る
ま
で
異
な
る
場
合
が
あ
る
が
、
修
正
法
典
に
は
原
法
典
制
定
の
年
紀
が
そ
の
ま
ま
記
さ

　
　
れ
る
可
能
性
が
大
で
あ
る
。

　
三
、
原
法
典
に
「
序
」
「
践
」
等
が
付
加
さ
れ
て
い
る
と
き
、
修
正
法
典
に
も
、
そ
れ
だ
け
が
原
法
典
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
別
個
に

　
　
付
加
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
際
、
原
法
典
の
「
序
」
「
践
」
等
の
文
章
も
修
正
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
得
る
が
、
「
序
」
「
蹟
」

　
　
等
の
撰
述
さ
れ
た
年
紀
は
依
然
と
し
て
原
法
典
の
ま
ま
で
あ
る
。

　
四
、
原
法
典
の
編
纂
に
つ
い
て
は
、
そ
の
編
纂
者
の
公
的
な
記
録
に
概
ね
記
載
さ
れ
る
が
、
修
正
法
典
の
編
纂
事
業
は
、
そ
れ
が
い

　
　
か
に
大
規
模
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
公
的
な
記
録
に
は
記
載
さ
れ
な
い
可
能
性
が
大
で
あ
る
。
ま
た
記
載
さ
れ
た
と
し
て

　
　
も
、
そ
の
記
録
は
原
法
典
に
比
べ
て
極
く
簡
単
で
あ
る
。

3
「
公
事
方
御
定
書
」

今
ま
で
は
熊
本
藩
及
び
会
津
藩
の
藩
法
典
の
編
纂
を
通
じ
て
前
近
代
の
法
典
編
纂
の
方
式
や
そ
の
特
質
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
探
っ

て
来
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
江
戸
幕
府
の
代
表
的
な
法
典
と
さ
れ
る
「
公
事
方
御
定
書
」
の
編
纂
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
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か
。　

「
公
事
方
御
定
書
」
（
以
下
、
「
御
定
書
」
と
略
称
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
本
に
近
い
と
い
わ
れ
る
も
の
が
近
時
紹
介
さ
れ
て
は
い

（
1
1
）

る
が
、
原
本
そ
の
も
の
は
ま
だ
発
見
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
「
御
定
書
」
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
平
松
義
郎
氏
に
よ

っ
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
来
た
。
即
ち
平
松
氏
は
、
そ
の
形
成
・
施
行
を
三
段
階
に
区
分
し
、
そ
の
第
一
は
寛
保
二
年
（
一
七
四

二
）
三
月
二
十
七
日
の
奥
書
日
付
で
、
形
式
的
完
成
を
意
味
し
、
そ
の
第
二
は
実
質
的
完
成
で
、
寛
保
三
年
八
月
、
本
文
の
文
章
が
一

応
決
定
し
た
「
追
加
」
以
前
の
最
終
段
階
を
意
味
し
、
そ
の
第
三
は
「
御
定
書
」
の
裁
判
準
拠
法
と
し
て
の
優
先
的
効
力
確
定
の
と
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

で
、
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
十
二
月
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

　
右
の
見
解
に
対
し
薮
利
和
氏
は
、
平
松
説
の
主
た
る
根
拠
、
即
ち
寛
保
二
年
三
月
成
立
の
「
御
定
書
」
原
テ
キ
ス
ト
が
法
典
・
法
規

集
と
し
て
適
用
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
平
松
氏
の
い
う
寛
保
二
年
三
月
か
ら
同
三
年
八
月
ま
で
の
間

に
「
御
定
書
」
が
適
用
さ
れ
た
事
例
を
あ
げ
、
そ
の
現
実
の
機
能
を
実
証
し
て
「
御
定
書
」
の
実
質
的
完
成
は
寛
保
二
年
三
月
二
十
七

　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

日
に
あ
る
と
さ
れ
た
。
薮
氏
の
あ
げ
た
「
御
定
書
」
適
用
の
事
例
の
存
す
る
限
り
、
薮
氏
の
見
解
を
是
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
「
御
定
書
」
の
制
定
は
、
こ
れ
を
寛
保
三
年
で
は
な
く
、
寛
保
二
年
と
す
る
こ
と
は
幕
府
関
係
の
諸
記
録
に
よ
っ
て
も
、
す
べ
て
一

致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即
ち
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
五
月
の
土
井
大
炊
頭
、
依
田
豊
前
守
、
安
藤
弾
正
少
弼
の
三
奉
行
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

「
科
条
類
典
」
の
奥
書
に
は
、
「
右
科
条
類
典
者
、
寛
保
二
年
、
仰
三
奉
行
、
被
定
置
律
令
之
節
」
云
々
と
あ
り
、
明
和
九
年
、
評
定
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

留
役
頭
を
勤
め
た
江
坂
孫
三
郎
の
「
私
記
」
に
も
、
「
御
定
書
は
…
…
寛
保
二
戌
年
、
上
巻
下
巻
共
出
来
」
云
々
と
あ
り
、
そ
の
他

「
有
徳
院
殿
御
実
紀
」
等
、
幕
府
関
係
の
記
録
は
何
れ
も
、
そ
の
制
定
を
「
寛
保
二
年
」
と
し
て
い
る
。
右
の
事
実
は
当
時
の
幕
府
関

係
者
の
問
に
、
「
寛
保
二
年
」
が
「
御
定
書
」
制
定
の
年
紀
と
し
て
公
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
、
薮
氏
に
よ
る
そ
の
現
実
的
機

能
の
指
摘
と
相
侯
っ
て
、
そ
れ
は
動
か
し
難
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
で
平
松
氏
が
「
御
定
書
」
の
形
式
的
完
成
と
さ
れ
、
ま
た
薮
氏
が
そ
の
実
質
的
完
成
と
さ
れ
る
「
寛
保
二
年
三
月
二
十
七

日
」
と
い
う
年
紀
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
に
掲
げ
る
「
御
定
書
」
の
奥
書
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
四
〇
）

　
　
右
御
定
書
之
条
々
、
元
文
五
庚
申
年
五
月
、
松
平
左
近
将
監
を
以
被
仰
出
之
、
前
々
被
仰
出
之
趣
、
井
先
例
、
其
外
評
議
之
上
、

　
　
追
々
伺
之
、
今
般
相
定
之
者
也
、

　
　
　
　
寛
保
二
壬
戌
年
三
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
野
越
中
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
河
土
佐
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
野
対
馬
守

　
右
の
奥
書
は
、
「
科
条
類
典
」
に
よ
れ
ば
、
寛
保
二
年
四
月
、
牧
野
、
石
河
、
水
野
の
御
定
書
掛
三
奉
行
が
連
名
で
「
御
定
書
帳
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

之
案
」
と
し
て
上
裁
を
仰
ぎ
、
四
月
十
二
日
に
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
「
御
定
書
」
の
本
文
が
一
応
決
定
し
た
の
は
、
右

の
奥
書
に
よ
れ
ば
寛
保
二
年
三
月
二
十
七
日
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
科
条
類
典
」
に
は
右
の
奥
書
の
後
に
、
更
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

　
　
右
之
趣
、
達

　
　
上
聞
、
相
極
候
、
奉
行
中
之
外
、
不
可
有
他
見
者
也
、

　
　
　
　
寛
保
二
壬
戌
年
四
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
平
左
近
将
監

　
な
お
「
科
条
類
典
」
に
は
、
「
御
定
書
末
書
案
」
と
し
て
、
右
と
同
文
の
も
の
が
そ
の
後
に
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は

「
（
前
略
V
帳
面
奥
書
認
差
上
候
節
、
此
御
本
紙
相
添
可
差
上
旨
被
仰
渡
候
」
と
あ
る
か
ら
、
右
の
末
書
は
前
掲
奥
書
と
一
体
の
も
の
と

し
て
「
御
定
書
」
原
本
の
末
尾
に
記
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
末
書
に
「
達
上
聞
、
相
極
候
」
と
あ
る
こ
と

は
、
当
時
幕
府
の
最
高
意
思
決
定
者
で
あ
る
将
軍
吉
宗
に
よ
る
「
御
定
書
」
本
文
の
承
認
が
寛
保
二
年
四
月
の
時
点
で
公
式
に
表
明
さ
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れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
「
御
定
書
」
制
定
の
年
紀
は
、
寛
保
二
年
三
月
二
十
七
日
で
は
な
く
、
寛
保
二
年
四
月
と
解
す
る
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

正
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
「
御
定
書
」
の
い
わ
ゆ
る
「
組
入
」
（
本
文
へ
の
追
加
）
、
「
組
直
」
（
本
文
の
修
正
）
も
寛

保
二
年
四
月
以
降
の
「
御
定
書
」
の
加
除
変
更
と
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
て
現
存
す
る
「
御
定
書
」
の
諸
本
は
、
宝
暦
四
年
（
一
七
五
三
）
ま
で
の
追
加
を
含
む
の
が
普
通
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
「
御
定

書
」
は
秘
密
法
典
と
し
て
公
布
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
幕
府
の
三
奉
行
配
下
の
吏
員
ら
に
よ
っ
て
私
的
に
筆
写
さ
れ
て
、
そ
の
写
本
が

流
布
す
る
よ
う
に
な
り
、
伝
写
本
の
系
統
も
複
雑
で
あ
っ
て
、
筆
者
に
は
そ
の
成
立
過
程
を
直
ち
に
明
ら
か
に
す
る
余
裕
が
な
い
。
従

っ
て
、
こ
こ
で
は
「
御
定
書
」
の
准
公
的
な
定
本
と
し
て
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
、
公
事
方
勘
定
奉
行
主
導
の
下
に
作
成
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

「
業
蔭
秘
鑑
」
に
つ
い
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
「
業
蔭
秘
鑑
」
所
収
の
「
御
定
書
」
原
本
は
、
寛
保
二
年
四
月
以
降
、
宝
暦
四
年
ま
で
の
「
組
入
」
「
組
直
」
が
為
さ
れ
た
宝
暦
四
年

段
階
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
て
、
寛
保
二
年
四
月
制
定
当
時
の
原
本
と
は
、
そ
の
条
文
数
、
条
項
数
、
法
文
の
内
容
等
が
か
な
り
異
な
っ

て
い
る
。
今
、
『
徳
川
禁
令
考
　
別
巻
』
（
石
井
良
助
校
訂
、
創
文
社
刊
）
所
収
の
「
巣
蔭
秘
鑑
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
「
御
定
書
下
巻
」

の
末
尾
に
は
、
前
掲
「
寛
保
二
壬
戌
年
三
月
二
十
七
日
」
付
の
牧
野
、
石
河
、
水
野
の
奥
書
が
あ
る
が
、
こ
の
奥
書
に
は
前
記
三
奉
行

の
各
々
の
後
に
続
け
て
文
政
年
間
に
至
る
ま
で
の
歴
代
御
定
書
掛
三
奉
行
の
名
と
そ
の
就
任
年
月
が
記
さ
れ
て
い
る
。
更
に
そ
の
後
に

は
前
掲
「
寛
保
二
壬
戌
年
四
月
」
の
松
平
左
近
将
監
の
末
書
が
存
す
る
。
こ
こ
に
歴
代
の
御
定
書
掛
三
奉
行
の
名
と
そ
の
就
任
年
月
と

が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
御
定
書
」
の
編
纂
及
び
そ
の
後
の
修
正
増
補
に
関
す
る
実
務
上
の
責
任
者
を
明
確
に
し
て
い
る
こ
と

　
　
　
（
1
9
）

を
意
味
し
、
そ
の
点
で
こ
の
記
載
は
頗
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
業
蔭
秘
鑑
」
所
収
の
「
御
定
書
」
の
内
容
が
そ
の
条
文

数
、
条
項
数
を
初
め
と
し
て
、
制
定
当
初
の
原
本
に
か
な
り
の
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
こ
に
は
制
定
当
初
の
原
本

に
あ
る
前
掲
寛
保
二
年
の
奥
書
や
末
書
が
依
然
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
何
時
の
時
点
で
誰
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容
が
ど
の
よ
う
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に
変
更
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
「
業
蔭
秘
鑑
」
所
収
の
「
御
定
書
」
を
み
る
限
り
明
瞭
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
「
御
定
書
」

の
編
纂
は
別
と
し
て
、
そ
の
追
加
、
修
正
の
事
業
に
関
し
て
は
、
幕
府
の
正
史
で
あ
る
『
徳
川
実
紀
』
等
の
記
事
に
殆
ど
現
わ
れ
て
い

な
い
こ
と
等
は
、
前
述
の
熊
本
藩
の
「
刑
法
草
書
」
や
会
津
藩
の
「
刑
則
」
の
場
合
と
同
様
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
法
典
編
纂
に
関
す

る
基
本
的
認
識
や
そ
の
手
法
は
、
や
は
り
前
二
者
と
大
筋
に
お
い
て
は
殆
ど
変
り
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
但
し
「
業
蔭
秘
鑑
」
所
収
の
「
御
定
書
」
の
奥
書
に
み
え
る
歴
代
御
定
書
掛
三
奉
行
の
連
名
は
、
前
に
ふ
れ
た
よ
う
に
「
御
定
書
」

制
定
以
後
の
修
正
増
補
に
関
す
る
実
務
上
の
責
任
者
を
明
記
し
た
も
の
と
し
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
御
定
書
」
の
奥
書
に

こ
の
よ
う
な
書
式
が
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
前
掲
「
科
条
類
典
」
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
実
は
寛
保
三
年
六
月
に
湖
る
の
で
あ

る
。
即
ち
寛
保
二
年
六
月
に
牧
野
越
中
守
に
代
っ
て
大
岡
越
前
守
が
御
定
書
掛
寺
社
奉
行
と
な
り
、
「
御
定
書
」
の
修
正
に
従
事
し
て

い
た
為
、
同
三
年
五
月
に
至
っ
て
奥
書
の
記
名
に
つ
き
石
河
、
水
野
両
奉
行
か
ら
伺
が
提
出
さ
れ
、
五
月
二
十
九
日
、
伺
の
通
り
そ
の

奥
書
の
記
名
は
大
岡
を
加
え
て
四
名
と
し
、
大
岡
に
は
交
替
の
年
紀
を
示
す
肩
書
を
付
記
す
る
こ
と
が
裁
可
さ
れ
た
。
つ
い
で
六
月
に

入
り
、
前
掲
寛
保
二
年
三
月
二
十
七
日
付
の
奥
書
の
記
名
の
書
式
に
つ
い
て
、
牧
野
越
中
守
、
石
河
土
佐
守
、
水
野
対
馬
守
の
三
名
の

案
と
右
案
の
「
牧
野
越
中
守
」
の
次
に
「
越
中
守
御
役
替
二
付
、
寛
保
二
戌
年
六
月
代
り
被
仰
付
」
と
い
う
肩
書
を
付
し
た
「
大
岡
越

前
守
」
の
名
を
追
加
し
た
四
名
の
案
と
の
両
方
が
大
岡
、
石
河
、
水
野
三
奉
行
の
連
名
で
提
出
さ
れ
、
六
月
晦
日
に
至
っ
て
後
者
の
案

を
採
択
す
る
こ
と
が
正
式
に
裁
可
さ
れ
た
。
前
記
「
業
蔭
秘
鑑
」
や
一
部
の
「
御
定
書
」
写
本
の
奥
書
に
牧
野
、
石
河
、
水
野
の
外
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

歴
代
御
定
書
掛
三
奉
行
の
連
名
が
み
え
る
の
は
、
こ
の
寛
保
三
年
六
月
に
決
定
し
た
大
岡
追
加
の
書
式
が
踏
襲
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
寛
保
三
年
六
月
、
三
奉
行
か
ら
提
出
さ
れ
た
奥
書
記
名
案
の
中
、
幕
府
が
前
者
を
採
ら
ず
後
者
を
採
っ
た
こ
と
は
、
法

典
の
修
正
増
補
の
事
業
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
新
し
い
意
識
の
芽
生
え
と
し
て
注
目
に
値
し
よ
う
。
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中
世
の
代
表
的
な
武
家
の
法
典
「
御
成
敗
式
目
」
に
つ
い
て
考
え
る
前
に
、
戦
国
大
名
の
分
国
法
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
筆
者
は
以
前
、
伊
達
植
宗
の
制
定
し
た
法
典
「
塵
芥
集
」
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
概
略
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。
現
存
す
る
「
塵
芥
集
」
の
伝
本
の
中
、
最
も
条
文
数
の
多
い
も
の
は
村
田
本
と
い
わ
れ
る
写
本
で
あ
り
、
そ
の
条
文
数
は

一
七
一
個
条
を
数
え
る
。
と
こ
ろ
で
村
田
本
の
末
尾
に
は
、
「
天
文
五
年
爵
十
四
日
」
の
日
付
を
有
す
る
起
請
文
が
存
す
る
が
、
こ
の

天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
四
月
十
四
日
と
い
う
時
点
に
村
田
本
に
存
す
る
一
七
一
個
条
の
す
べ
て
が
制
定
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
筆
者

の
考
証
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
塵
芥
集
」
は
少
な
く
と
も
、
そ
の
全
条
文
が
一
六
三
個
条
、
一
六
九
個
条
、
一
七
一
個
条
と
い
う

三
段
階
を
経
て
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
天
文
五
年
四
月
十
四
日
に
は
、
現
存
す
る
条
文
の
大
部
分
が
制
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
後

に
至
っ
て
逐
次
、
条
文
の
増
補
改
訂
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
末
尾
の
起
請
文
の
日
付
は
増
補
改
訂
さ
れ
た
日
付
を
入
れ
ず
、

依
然
と
し
て
制
定
当
時
の
「
天
文
五
年
縛
十
四
日
」
の
ま
ま
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
前
章
で
述
べ
た
近
世
の
法
典
編
纂
の
方
式

や
そ
の
手
法
と
何
ら
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
次
に
「
御
成
敗
式
目
」
の
編
纂
で
あ
る
が
、
「
式
目
」
の
編
纂
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
佐
藤
進
一
氏
の
「
御
成
敗
式

　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

目
の
原
形
に
つ
い
て
」
が
最
も
有
力
な
学
説
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
佐
藤
説
の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち

「
式
目
」
の
原
形
は
現
存
の
諸
写
本
に
み
ら
れ
る
も
の
と
は
相
当
に
違
っ
て
お
り
、
現
存
「
式
目
」
の
第
三
六
条
か
ら
第
五
一
条
ま
で

は
、
後
日
（
延
応
元
年
〔
一
二
三
九
〕
以
降
）
編
入
さ
れ
た
追
加
法
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
式
目
」
に
編
入
す
る
際
に
、
も
と
あ
っ
た
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「
式
目
」
五
一
個
条
を
三
五
個
条
に
統
合
整
理
し
て
、
そ
の
後
に
一
六
個
条
の
追
加
法
を
付
加
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
こ
の
佐
藤
氏
の
原
「
式
目
」
論
、
も
し
く
は
「
式
目
」
編
纂
の
段
階
論
と
も
い
う
べ
き
学
説
に
は
異
論
も
あ
る
が
、
今
、
佐
藤
説
に

立
脚
し
て
更
に
推
論
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
即
ち
現
存
す
る
諸
写
本
に
み
え
る
「
式
目
」
は
、
貞
永
元

年
（
一
二
三
二
）
に
原
「
式
目
」
と
も
い
う
べ
き
法
典
が
制
定
さ
れ
た
後
、
そ
の
追
加
法
を
取
り
込
ん
で
新
し
く
つ
く
り
変
え
ら
れ

た
、
い
わ
ば
改
訂
版
で
あ
り
、
従
っ
て
原
「
式
目
」
と
は
、
随
分
そ
の
内
容
や
構
成
の
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も

拘
ら
ず
法
典
の
名
称
は
、
も
し
『
吾
妻
鏡
』
貞
永
元
年
八
月
十
日
条
の
「
御
成
敗
式
目
」
が
正
式
の
名
称
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

ま
で
あ
り
、
「
貞
永
元
年
七
月
十
日
」
の
日
付
を
も
つ
起
請
文
も
、
そ
の
ま
ま
付
加
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
え
ば
、
「
式

目
」
の
内
容
や
構
成
等
が
大
幅
に
変
更
さ
れ
て
も
、
「
式
目
」
制
定
の
理
念
や
立
法
の
精
神
に
変
更
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
依
然
と
し

て
同
一
の
法
典
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
「
式
目
」
の
編
纂
者
を
始
め
と
し
て
当
時
の
人
々
の
間
に
強
か
っ
た
為
で
あ
る
。
ま
た
伝
本
の

数
種
に
は
有
名
な
北
条
泰
時
の
消
息
二
通
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
付
加
さ
れ
た
理
由
は
、
泰
時
の
消
息
に
は
「
式
目
」
制
定

の
理
念
や
立
法
の
精
神
が
よ
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
も
恐
ら
く
原
「
式
目
」
と
一
緒
に
伝
え
ら
れ
た
も
の

が
、
「
式
目
」
改
訂
の
際
か
、
も
し
く
は
そ
れ
以
降
に
、
原
「
式
目
」
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
新
し
い
「
式
目
」
に
付
加
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
更
に
『
吾
妻
鏡
』
貞
永
元
年
八
月
十
日
条
に
は
、
「
式
目
」
制
定
の
記
事
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
「
式
目
」
改
訂
の
事
実
や

そ
の
時
期
を
示
す
記
事
は
、
『
吾
妻
鏡
』
に
は
み
え
て
い
な
い
。

　
以
上
、
佐
藤
説
に
よ
っ
て
「
式
目
」
の
編
纂
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
近
世
の
法
典
編
纂
か
ら
得
た
前
記
結
論

と
符
合
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
、
我
が
古
代
の
律
令
法
典
の
編
纂
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
坂
本
太
郎
氏
は
、
大
宝
律
令
編
纂
の
後
、
更

に
養
老
律
令
が
編
纂
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
主
た
る
理
由
を
藤
原
不
比
等
が
そ
の
功
を
自
家
藤
原
氏
に
帰
す
る
と
い
う
私
的
な

意
図
に
求
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
新
律
令
の
編
纂
を
積
極
的
に
要
請
す
る
よ
う
な
要
素
が
当
時
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
不
比
等

以
外
の
養
老
律
令
冊
定
者
は
み
な
六
位
以
下
の
学
者
で
あ
っ
て
、
大
宝
律
令
の
編
纂
者
と
は
、
そ
の
構
成
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

推
論
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
坂
本
説
は
、
そ
の
後
、
学
界
に
大
き
な
影
響
を
及
ぽ
し
た
が
、
撰
修
者
に
そ
の
賞
と
し
て
功
田
が

賜
与
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
養
老
律
令
の
編
纂
を
不
比
等
の
私
的
事
業
と
み
な
す
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
す
る
批

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

判
も
、
近
時
加
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

　
養
老
律
令
が
不
比
等
の
没
後
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
施
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
し
て
、
同
律
令
の
編
纂
に
不
比
等
の
私

的
な
意
図
が
一
定
程
度
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
筆
者
は
養
老
律
令
が
編
纂
さ
れ
た
根
本
的
な
理
由
は
、
そ
の
施
行
を
命
じ
た
『
績
日

本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
五
月
丁
卯
条
の
勅
に
「
去
養
老
年
中
、
朕
外
祖
故
太
政
大
臣
、
奉
勅
刊
脩
律
令
、
宜
告
所
司
、
早

使
施
行
」
と
あ
る
よ
う
に
、
勅
に
よ
る
大
宝
律
令
の
「
刊
脩
」
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
す
で
に
瀧
川
政
次
郎
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

は
、
大
宝
律
令
と
養
老
律
令
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
従
来
の
史
家
は
、
近
江
令
も
飛
鳥
浄
御
原
令
も
大
宝
律
令
も
養
老
律
令
も
、
同
一
の
権
威
を
も
つ
法
典
で
あ
る
よ
う
に
考
え
て

　
　
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
大
き
な
間
違
い
で
あ
る
。
大
化
以
後
に
お
け
る
我
が
国
の
法
典
編
纂
事
業
は
、
文
武
天
皇
の
御
代

　
　
に
至
っ
て
完
成
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
大
宝
律
令
は
他
の
法
典
と
は
異
な
っ
た
効
力
を
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
弘
仁
、
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貞
観
、
延
喜
三
代
の
格
式
は
、
い
ず
れ
も
大
宝
律
令
以
後
の
格
式
を
編
集
し
て
い
る
。
…
…
大
宝
律
令
の
施
行
に
よ
っ
て
飛
鳥
浄

　
　
御
原
令
が
効
力
を
失
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
大
宝
令
施
行
以
前
に
発
せ
ら
れ
た
法
令
は
、
す
べ
て
効
力
を
失
っ
た
。
…
…
弘
仁
格
式

　
　
序
に
は

　
　
　
去
養
老
年
中
、
朕
外
祖
故
太
政
大
臣
奉
勅
刊
脩
律
令
、

　
　
と
あ
っ
て
、
養
老
律
令
の
編
纂
に
は
、
「
刊
脩
」
な
る
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
「
刊
」
は
、
広
雅
に
「
刊
、
削
也
」
と
あ
る
か

　
　
ら
、
刊
脩
は
け
ず
り
修
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
修
正
・
修
補
の
意
で
あ
る
。
故
に
養
老
令
は
、
国
家
の
常
典
で
あ
る
大
宝
令
を
修

　
　
補
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
て
、
養
老
の
編
纂
は
意
味
が
軽
い
。
養
老
令
が
施
行
さ
れ
て
も
、
養
老
以
前
、
大
宝
元
年
以
後
に
発

　
　
せ
ら
れ
た
格
式
は
、
そ
の
効
力
を
失
わ
な
い
。
類
聚
三
代
格
に
は
、
養
老
以
前
に
発
せ
ら
れ
た
格
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
が

　
　
養
老
令
と
大
宝
令
と
が
大
い
に
異
っ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

　
我
が
国
に
お
け
る
最
初
の
本
格
的
な
律
令
法
典
で
あ
る
大
宝
律
令
を
施
行
し
た
場
合
、
用
語
の
曖
昧
さ
、
不
適
切
さ
、
更
に
は
文
章

上
の
矛
盾
や
不
備
等
が
発
見
さ
れ
て
、
そ
れ
を
修
正
し
よ
う
と
い
う
動
き
の
生
ず
る
の
は
、
新
法
典
の
施
行
と
い
う
面
か
ら
考
え
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

極
く
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。
し
か
も
養
老
律
令
は
、
大
宝
律
令
条
文
の
内
容
上
の
改
正
、
或
は
削
除
は
僅
か
数
条
に
過
ぎ
ず
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

の
他
は
殆
ど
単
な
る
字
句
や
名
称
の
変
更
・
修
正
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
前
掲
天
平
宝
字
元
年
の
勅
に
あ
る
「
刊
脩
」

は
、
瀧
川
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
を
修
正
・
修
補
の
意
に
と
っ
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
養
老
度
の

律
令
の
編
纂
は
、
あ
く
ま
で
大
宝
律
令
の
修
正
で
あ
っ
て
、
新
法
典
の
編
纂
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
少
な
く
と

も
養
老
度
の
編
纂
者
た
ち
の
間
に
は
、
新
法
典
の
編
纂
と
い
う
意
識
は
乏
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
養
老
令
が
施
行
さ
れ
て
も
、
養
老

以
前
、
大
宝
元
年
以
後
に
発
せ
ら
れ
た
格
式
は
、
そ
の
効
力
を
失
わ
な
い
」
と
い
う
瀧
川
氏
の
指
摘
は
、
養
老
度
の
律
令
編
纂
が
新
規

の
法
典
編
纂
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
積
極
的
に
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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そ
う
す
る
と
、
大
和
長
岡
以
下
五
人
の
功
田
の
品
等
を
定
め
た
『
績
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
十
二
月
壬
子
条
の
太
政
官
奏
に
み
え

る
「
五
人
並
執
持
刀
筆
、
冊
定
科
条
」
と
い
う
記
事
も
、
養
老
律
令
編
纂
者
が
刀
筆
を
ふ
る
っ
て
、
大
宝
律
令
の
科
条
を
「
冊
定
」

（
余
分
の
字
句
を
削
り
去
っ
て
文
章
を
整
え
る
こ
と
）
し
た
こ
と
を
文
字
通
り
具
体
的
に
表
現
し
て
い
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
坂

本
氏
の
指
摘
さ
れ
た
大
宝
律
令
の
編
纂
者
が
刑
部
親
王
、
不
比
等
の
外
、
当
時
す
で
に
四
位
、
五
位
で
あ
っ
た
有
力
官
人
を
含
ん
で
い

た
の
に
対
し
、
養
老
律
令
の
編
纂
者
が
不
比
等
の
外
は
す
べ
て
六
位
以
下
の
明
法
学
者
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
も
、
養
老
律
令
の
編

纂
を
大
宝
律
令
の
修
訂
事
業
と
考
え
れ
ば
、
む
し
ろ
実
務
家
こ
そ
が
、
そ
の
作
業
に
従
事
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
大
宝
律
令
編
纂
の
記
事
が
『
績
日
本
紀
』
に
詳
細
に
み
え
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
養
老
律
令
編
纂
の
記
事
が

そ
の
当
年
の
条
に
全
く
み
え
て
い
な
い
理
由
も
再
考
を
要
し
よ
う
。
も
と
よ
り
『
績
紀
』
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
は
十
分
に
留
意
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

る
必
要
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
『
績
紀
』
編
者
の
「
大
な
る
失
体
」
や
「
不
用
意
の
脱
漏
」
と
ば
か
り
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
た

と
い
養
老
度
の
編
纂
事
業
が
か
な
り
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
編
纂
者
の
構
成
や
そ
の
巻
数
の
編
成
等
が
大
宝
律
令
の
場
合
と

異
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
当
時
、
そ
れ
が
大
宝
律
令
と
は
別
個
の
新
法
典
の
編
纂
と
は
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
大
宝
律
令
編

纂
の
理
念
や
そ
の
立
法
の
精
神
を
継
承
す
る
事
業
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
前
章
ま
で
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
推
測
す
る
に
、
そ
の
事
実
は

為
政
者
の
公
的
な
記
録
に
は
掲
載
さ
れ
な
い
可
能
性
も
十
分
に
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。

　
尤
も
当
時
の
官
人
達
は
養
老
律
令
の
編
纂
を
新
律
令
の
制
定
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
大
宝
律
令
を
「
前
令
」
「
古
令
」

「
古
律
」
等
と
呼
び
、
養
老
律
令
を
「
今
令
」
「
新
令
」
「
新
撰
」
等
と
呼
ん
で
両
者
を
区
別
す
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
官
人
達
が
そ

の
よ
う
に
呼
ぶ
の
は
、
両
者
を
取
り
扱
い
上
、
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
な
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
通
常
は
両
律
令

と
も
に
、
た
だ
「
律
」
「
令
」
と
呼
ぶ
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
「
大
宝
律
令
」
「
養
老
律
令
」
と
い
う
呼
称
は
本
来
の
も
の
で

は
な
く
、
「
弘
仁
格
式
序
」
や
「
本
朝
法
家
文
書
目
録
」
に
は
単
に
「
律
」
「
令
」
と
し
か
呼
ば
れ
て
い
な
い
。
平
安
時
代
前
期
に
編
纂
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さ
れ
た
『
令
集
解
』
は
、
そ
の
注
解
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
養
老
令
を
用
い
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
養
老
令
の
諸
注
釈
書
と
共
に
大
宝
令

の
注
釈
書
で
あ
る
「
古
記
」
を
も
収
録
し
、
且
つ
そ
れ
を
権
威
あ
る
も
の
と
し
て
重
ん
じ
て
い
る
風
が
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
え

ば
、
第
一
に
養
老
令
は
大
宝
令
を
修
正
し
た
に
過
ぎ
ず
、
養
老
令
の
法
文
は
大
部
分
、
大
宝
令
の
そ
れ
と
重
な
る
か
ら
、
大
宝
令
の
注

釈
は
養
老
令
の
注
釈
と
し
て
も
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
為
で
あ
り
、
第
二
に
養
老
令
の
法
文
が
大
宝
令
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
い
る
場
合
で

も
、
大
宝
令
制
定
の
理
念
や
そ
の
立
法
の
精
神
は
、
養
老
令
に
受
け
継
が
れ
て
、
そ
の
中
に
生
き
て
い
る
か
ら
、
大
宝
令
の
注
釈
を
学

習
す
る
こ
と
は
養
老
令
を
解
釈
す
る
に
当
っ
て
も
多
く
の
示
唆
を
受
け
、
そ
の
法
文
を
問
題
状
況
に
応
じ
て
柔
軟
に
解
釈
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
り
、
そ
れ
は
養
老
令
の
運
用
に
資
す
る
と
こ
ろ
大
き
い
と
考
え
ら
れ
た
為
で
あ
ろ
う
。
「
令
集
解
」
と
い
う
書
物
の
名
称
が

示
す
よ
う
に
、
古
令
の
解
釈
も
新
令
の
解
釈
も
、
共
に
「
令
」
の
解
釈
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
に
お
い
て
違
い
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

我
々
は
古
令
も
新
令
も
、
当
時
の
明
法
家
に
と
っ
て
は
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
以
上
、
養
老
律
令
の
編
纂
が
大
宝
律
令
の
「
刊
脩
」
「
剛
定
」
、
即
ち
修
訂
で
あ
っ
て
、
新
規
の
法
典
の
制
定
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を

縷
々
述
べ
て
来
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
江
戸
時
代
、
荷
田
在
満
が
「
令
三
　
」
の
中
の
第
二
　
「
　
養
老
止
冊
定
律
令
非
更
制
之
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
32
）

に
お
い
て
、
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即
ち
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
右
に
論
ぜ
る
が
如
く
な
れ
ば
、
今
の
令
は
猶
大
寳
の
令
な
り
。
然
ら
ば
養
老
の
令
は
世
に
傳
は
ら
ざ
る
と
云
ん
。
然
ら
ず
。
養
老

　
　
の
令
と
て
別
に
は
有
べ
か
ら
ず
。
夫
法
令
は
國
家
に
亘
る
大
事
な
れ
ば
、
臨
時
に
一
二
條
を
制
せ
ら
れ
し
さ
へ
、
必
國
史
に
載

　
　
す
。
況
や
新
令
を
制
す
る
を
や
。
故
に
大
寳
の
如
き
は
、
先
文
武
天
皇
四
年
六
月
甲
午
に
、
刑
部
親
王
、
不
比
等
以
下
に
律
令
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
庚
）

　
　
撰
せ
し
む
る
事
を
學
て
、
又
大
寳
元
年
八
月
癸
卯
に
、
其
律
令
の
成
れ
る
事
を
學
げ
、
其
間
大
寳
元
年
三
月
甲
午
、
四
月
甲
戌
、

　
　
六
月
己
酉
、
八
月
丁
未
、
戊
申
、
甲
寅
等
の
文
に
も
、
此
時
新
令
を
制
せ
ら
れ
た
る
事
、
灼
然
と
し
て
見
え
た
り
。
然
る
に
養
老

　
　
の
如
き
は
、
養
老
元
よ
り
神
亀
元
ま
で
の
間
に
、
終
に
新
令
を
制
せ
ら
れ
た
り
と
見
ゆ
る
文
な
し
。
唯
天
李
寳
字
元
年
五
月
に
至
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り
て
、
去
る
養
老
年
中
朕
外
組
故
太
政
大
臣
奉
レ
勅
刊
二
修
律
令
｛
と
云
る
勅
あ
り
。
又
同
年
（
但
天
李
寳
字
元
年
な
り
）
十
二

　
　
　
　
（
子
）

　
　
月
壬
午
に
、
大
和
宿
禰
長
岡
等
五
人
、
養
老
二
年
修
二
律
令
［
功
田
と
あ
る
官
奏
あ
り
。
此
等
の
文
を
以
、
初
め
て
養
老
に
も
修

　
　
せ
る
事
を
知
。
其
五
月
の
勅
に
刊
修
と
い
ひ
、
十
二
月
の
奏
に
も
修
と
云
て
、
其
文
の
末
に
五
人
並
持
二
刀
筆
一
、
冊
ゴ
定
科
條
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

　
　
と
あ
れ
ば
、
養
老
に
は
止
刷
定
し
て
新
撰
せ
ざ
る
と
見
え
た
り
。
故
に
天
長
二
年
十
月
五
日
の
太
政
官
符
に
も
、
大
寳
に
は
令
を

　
　
制
す
と
い
ひ
、
養
老
に
は
令
を
刊
修
す
と
云
ひ
別
て
り
。

　
「
令
三
　
」
は
、
そ
の
説
く
と
こ
ろ
多
く
は
謬
説
と
し
て
江
戸
時
代
以
来
、
厳
し
い
批
判
を
受
け
、
今
日
、
こ
れ
を
評
価
す
る
人
は

少
な
い
が
、
右
の
文
を
在
満
が
令
と
格
と
の
関
係
を
誤
解
し
て
、
現
存
の
令
は
養
老
度
に
改
易
し
な
い
大
宝
令
の
ま
ま
で
あ
る
と
し
て

い
る
こ
と
等
の
、
他
の
部
分
と
切
り
離
し
て
、
そ
れ
だ
け
を
取
り
上
げ
れ
ば
、
そ
の
大
筋
は
正
鵠
を
射
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

　
さ
て
従
来
、
「
現
存
す
る
日
本
律
令
は
、
養
老
律
令
で
あ
っ
て
大
宝
律
令
で
は
な
い
」
と
い
う
言
い
方
が
屡
々
為
さ
れ
て
来
た
が
、

右
の
表
現
法
は
必
ず
し
も
正
し
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
表
現
法
を
と
る
と
き
は
、
現
存
す
る
日
本
律
令
の
テ
キ
ス
ト
が
養
老
度
に
編
纂

さ
れ
た
律
令
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
正
し
い
が
、
現
存
す
る
日
本
律
令
の
大
部
分
が
す
で
に
大
宝
度
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
現
存
す
る
日
本
律
令
を
大
宝
律
令
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
養
老
律
令
で

あ
る
か
と
い
う
よ
う
に
両
者
を
並
列
し
て
二
者
択
一
的
に
捉
え
て
は
、
こ
と
の
真
相
を
見
誤
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
大
宝
律
令
と

養
老
律
令
と
は
、
本
来
、
連
続
性
、
一
体
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
点
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
や
は
り

現
存
す
る
日
本
律
令
は
、
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
に
制
定
さ
れ
た
律
令
に
対
し
、
養
老
度
に
修
正
を
施
し
た
も
の
と
す
る
の
が
正
し
い

　
　
　
　
（
3
3
）

表
現
で
あ
ろ
う
。
右
の
こ
と
は
、
『
唐
律
疏
議
』
と
い
う
形
で
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
唐
の
律
疏
を
論
ず
る
場
合
も
同
様
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
『
唐
律
疏
議
』
は
長
い
間
、
永
徽
の
律
疏
、
即
ち
永
徽
四
年
（
六
五
三
）
、
長
孫
無
忌
等
が
高
宗
の
勅
を
奉
じ
て
撰
し
た
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（
3
4
）

も
の
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
仁
井
田
陞
・
牧
野
巽
両
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
永
徽
の
律
疏
に
非
ず
し
て
開
元
二
十
五

年
（
七
三
七
）
の
律
疏
で
あ
る
と
さ
れ
て
以
来
、
学
界
で
も
『
唐
律
疏
議
』
の
伝
え
る
唐
の
律
疏
は
永
徽
律
疏
で
は
な
く
開
元
律
疏
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
て
来
た
。
し
か
る
に
近
時
、
楊
廷
福
氏
は
唐
代
に
お
い
て
永
徽
律
疏
の
撰
定
の
他
に
律
疏
の
撰
定
は
な
い
と
し
、

「
撰
定
」
と
「
刊
定
」
と
の
語
義
の
相
違
等
か
ら
律
疏
の
「
撰
定
」
は
、
永
徽
四
年
に
長
孫
無
忌
等
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
開
元
二
十
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

年
に
は
李
林
甫
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
刊
定
」
（
手
な
お
し
）
が
行
わ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
。
こ
の
楊
論
文
は
再
び
学
界
に
大
き
な

影
響
を
与
え
て
、
今
日
で
は
「
唐
代
に
お
い
て
律
疏
の
編
纂
が
行
な
わ
れ
た
の
は
永
徽
に
一
度
だ
け
で
あ
り
、
開
元
に
そ
の
手
な
お
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

が
行
な
わ
れ
て
、
そ
れ
が
後
の
唐
律
疏
議
の
主
要
な
材
料
と
な
っ
た
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
が
正
し
い
と
す
れ

ば
、
開
元
に
律
疏
の
「
刊
定
」
に
従
事
し
た
人
々
は
、
こ
れ
を
永
徽
に
「
撰
定
」
さ
れ
た
律
疏
と
全
く
別
個
の
新
し
い
律
疏
を
編
纂
し

た
と
は
思
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
開
元
律
疏
の
テ
キ
ス
ト
を
今
に
伝
え
る
『
唐
律
疏
議
』
の
冒
頭
に
、
何
故
、
永
徽
四
年
十
一
月
十

九
日
の
長
孫
無
忌
の
「
進
律
疏
表
」
が
付
加
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
理
由
も
よ
く
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
現
存
『
唐

律
疏
議
』
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
永
徽
律
疏
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
開
元
律
疏
で
あ
る
か
と
す
る
発
想
そ
の
も
の
が
、
や
は
り
す
ぐ
れ
て

近
代
的
な
思
考
様
式
に
拠
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

む
　
す
　
び

　
我
が
国
近
代
に
お
け
る
法
律
の
制
定
・
改
正
の
公
布
に
つ
い
て
は
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
の
公
文
式
を
経
て
同
四
十
年
（
一

九
〇
七
）
の
公
式
令
に
至
っ
て
、
帝
国
憲
法
・
皇
室
典
範
の
改
正
の
公
布
、
及
び
法
律
・
勅
令
等
の
制
定
・
改
正
の
公
布
に
関
す
る
方

式
が
定
め
ら
れ
、
戦
後
に
お
け
る
公
式
令
廃
止
以
後
も
、
法
律
の
制
定
・
改
正
の
公
布
に
関
す
る
方
式
は
概
ね
戦
前
の
そ
れ
に
よ
っ
て
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い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
在
の
法
律
の
改
正
は
、
全
部
改
正
の
場
合
と
一
部
改
正
の
場
合
と
に
分
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
何
れ
に
し
て

も
、
そ
の
改
正
自
体
が
法
律
に
よ
っ
て
為
さ
れ
、
官
報
や
公
報
で
公
布
さ
れ
る
。
ま
た
改
正
の
基
本
的
形
式
は
、
制
定
文
（
公
布
文
）
、

法
律
番
号
、
題
名
、
本
則
（
改
正
文
）
、
附
則
、
署
名
・
連
署
と
い
う
よ
う
な
編
成
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
改
正
の
対
象
で

あ
る
従
来
の
法
律
の
ど
の
部
分
が
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
改
め
ら
れ
た
か
、
そ
の
施
行
日
、
経
過
措
置
、
公
布
・
施
行
の
責
任
者
に
至
る

ま
で
改
正
の
内
容
が
国
民
に
的
確
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
近
代
以
前
の
法
典
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
そ

の
公
布
の
方
式
や
手
続
き
が
右
の
よ
う
に
明
文
を
も
っ
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
後
世
に
至
っ
て
、
そ
の
現
存
す
る
テ
キ
ス

ト
に
関
し
種
々
の
疑
義
が
生
じ
た
の
は
そ
の
為
で
あ
る
。
即
ち
近
代
と
そ
れ
以
前
と
で
は
、
法
典
編
纂
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
が

異
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
す
で
に
本
稿
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
長
い
間
、
宝
暦
十
一
年
施
行
の
「
刑
法
草
書
」
が
宝
暦
四
年
に
、
現
存
の
「
御
成
敗
式

目
」
が
貞
永
元
年
に
、
現
存
の
日
本
律
令
が
大
宝
元
年
に
、
ま
た
『
唐
律
疏
議
』
に
よ
っ
て
今
に
伝
え
ら
れ
る
唐
の
律
疏
が
永
徽
四
年

に
、
夫
々
編
纂
さ
れ
た
と
信
じ
ら
れ
て
来
た
。
し
か
し
近
現
代
の
学
者
の
努
力
に
よ
っ
て
事
実
は
そ
う
で
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
、
真

実
が
発
見
さ
れ
た
。
ま
さ
に
実
証
を
重
ん
ず
る
近
現
代
歴
史
学
の
成
果
と
い
え
よ
う
。
但
し
、
こ
こ
で
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

そ
れ
で
は
何
故
、
長
い
間
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
右
の
よ
う
に
信
じ
ら
れ
て
来
た
の
か
と
い
う
そ
の
理
由
で
あ
る
。
即
ち
従
来
、
多

く
の
人
々
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
信
じ
ら
れ
て
来
た
こ
と
も
ま
た
十
分
に
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
決
し
て
人
々
の
無

知
蒙
昧
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　
最
後
に
近
代
以
前
の
法
典
編
纂
に
つ
い
て
、
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
を
整
理
し
て
結
び
と
す
る
。
即
ち
当
初
、
新
し
い
理
念
や
目
的
を

も
っ
て
編
纂
さ
れ
た
法
典
に
つ
い
て
は
、
後
の
改
訂
者
は
原
法
典
の
編
纂
者
の
意
思
を
重
く
受
け
と
め
、
そ
の
理
念
や
目
的
を
損
な
わ

な
い
限
り
、
原
法
典
に
対
し
、
い
か
に
大
規
模
な
改
正
を
施
し
て
も
（
た
と
い
改
正
さ
れ
た
法
典
の
編
成
、
条
文
数
、
規
定
の
内
容
、
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起
草
者
等
が
原
法
典
の
そ
れ
と
大
き
く
異
な
る
場
合
が
あ
っ
て
も
）
、
な
お
改
正
を
経
た
法
典
を
新
規
、
別
個
の
法
典
と
は
考
え
ず
、

依
然
と
し
て
原
法
典
の
修
正
・
修
補
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
対
処
し
た
。
従
っ
て
改
正
さ
れ
た
法
典
に
は
、
原
法
典
制
定
の
年
紀
が
そ

の
ま
ま
記
さ
れ
、
ま
た
原
法
典
に
関
す
る
附
属
資
料
（
表
、
序
、
起
請
文
、
制
定
者
の
消
息
等
）
が
そ
の
ま
ま
付
加
さ
れ
る
場
合
が
あ

る
。
更
に
原
法
典
に
比
べ
て
、
そ
の
改
訂
が
い
か
に
大
規
模
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
事
業
の
意
味
は
原
法
典
の
編
纂
に
比
べ
て
軽

く
考
え
ら
れ
た
か
ら
、
そ
の
改
訂
の
事
業
は
公
的
な
記
録
に
遺
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
ま
た
遺
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
記
事
は
簡

略
で
あ
る
場
合
が
多
い
。

（
1
）
　
小
林
宏
・
高
塩
博
編
『
熊
本
藩
法
制
史
料
集
』
解
題
、
高
塩
博
「
熊
本
藩
『
刑
法
草
書
』
の
成
立
過
程
」
一
〇
頁
以
下
。

（
2
）
　
詳
細
は
高
塩
前
掲
解
題
参
照
。

（
3
）
　
堀
勝
名
の
「
序
」
は
「
銀
台
遺
事
」
古
城
貞
吉
編
『
肥
後
文
献
叢
書
　
第
一
巻
』
七
頁
以
下
に
収
録
。
「
序
」
を
掲
載
す
る

　
に
つ
い
て
は
、
前
掲
書
解
説
、
小
林
宏
「
熊
本
藩
『
刑
法
草
書
』
私
考
」
二
一
一
二
一
頁
参
照
。

87654）　）　）　）　）第
七
一
輯
、

（
9
〉

（
1
0
）威

嚇
主
義
、

両
文
と
も
刑
罰
は
威
力
に
よ
っ
て
教
化
政
治
を
補
助
す
る
手
段
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

之
肝
」

「
刑
法
草
書
」
の
伝
本

高
塩
前
掲
解
題
五
九
頁
。

小
林
前
掲
解
説
一
二
四
三
頁
以
下
参
照
。

高
塩
博
「
会
津
藩
『
刑
則
』
1
解
題
と
翻
刻
1
」
『
日
本
律
の
基
礎
的
研
究
』
所
収
璽
三
頁
以
下
参
照
。

家
世
実
紀
刊
本
編
纂
委
員
会
編
『
会
津
藩
家
世
実
紀
　
第
一
三
巻
』
四
〇
七
頁
。

前
掲
『
会
津
藩
家
世
実
紀
　
第
一
五
巻
』
二
五
四
頁
、
高
塩
博
「
会
津
藩
『
刑
則
』
の
制
定
を
め
ぐ
っ
て
」
『
國
學
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』

　
　
　
一
二
八
頁
参
照
。

高
塩
前
掲
論
文
二
二
八
頁
以
下
。

高
塩
氏
は
前
掲
論
文
一
四
四
頁
に
お
い
て
、
寛
政
二
年
序
の
「
刑
者
政
之
柄
也
」
と
寛
政
八
年
序
の
「
刑
者
所
以
弼
教
也
」
に
注
目
し
て
、
前
者
を

　
　
　
後
者
を
教
化
主
義
と
し
、
「
刑
則
」
制
定
の
趣
旨
が
両
者
で
大
き
く
転
換
し
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
唐
名
例
律
篇
目
疏
に
「
徳
礼
為
政
教
之
本
、
刑
罰
為
政
教

　
と
い
う
の
も
右
と
同
義
で
あ
ろ
う
。
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（
n
）
　
茎
田
佳
寿
子
「
秘
宝
政
用
集
　
巻
下
」
『
江
戸
幕
府
法
の
研
究
』

（
1
2
）
　
平
松
義
郎
「
『
徳
川
禁
令
考
』
・
『
公
事
方
御
定
書
』
小
考
（
三
）
」

（
1
3
）
　
薮
利
和
「
『
公
事
方
御
定
書
下
巻
』
の
原
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
」

所
収
八
二
頁
以
下
。

18　17　16　15　14
川
禁
令
考
』
・
『
公
事
方
御
定
書
』

（
1
9
）

（
2
0
）大

岡
越
前
守
、

恐
ら
く
大
岡
、

月
に
成
立
し
た

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）緯

・
試
論
」
岸
俊
男
教
授
退
官
記
念
会
編

　
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、

（
2
4
）は

対
校
諸
本
二
十
一
伝
本
の
う
ち
、

書
類
従
本
に
は

（
2
5
）

所
収
五
七
一
頁
以
下
。

『
創
文
』
第
一
八
八
号
二
四
頁
。

大
竹
秀
男
・
服
藤
弘
司
編
『
高
柳
眞
三
先
生
頒
寿
記
念

幕
藩
国
家
の
法
と
支
配
』

石
井
良
助
校
訂
『
徳
川
禁
令
考
　
後
集
第
四
』
創
文
社
版
二
七
四
頁
。

小
出
義
雄
「
御
定
書
百
箇
条
編
纂
の
事
情
に
就
い
て
」
『
史
潮
』
第
三
号
一
二
八
頁
に
引
用
。

前
掲
『
徳
川
禁
令
考
　
後
集
第
四
』
二
七
一
頁
。

石
井
良
助
氏
も
「
御
定
書
」
の
制
定
を
寛
保
二
年
四
月
と
す
る
。
『
第
五
江
戸
時
代
漫
筆
　
将
軍
の
生
活
』
一
六
四
頁
以
下
。

「
業
蔭
秘
鑑
」
に
つ
い
て
は
、
平
松
義
郎
「
徳
川
禁
令
考
別
巻
　
解
題
」
石
井
良
助
校
訂
『
徳
川
禁
令
考
　
別
巻
』
創
文
社
版
七
頁
以
下
、
同
「
『
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
考
（
四
完
）
」
『
創
文
』
第
一
九
〇
号
一
五
頁
以
下
参
照
。

御
定
書
掛
三
奉
行
の
職
務
に
つ
い
て
は
、
三
浦
周
行
「
失
は
れ
た
る
近
世
法
制
史
料
」
『
績
法
制
史
の
研
究
』
所
収
一
三
九
四
頁
以
下
参
照
。

「
御
定
書
」
写
本
の
一
種
に
は
、
「
業
蔭
秘
鑑
」
の
外
、
そ
の
奥
書
に
歴
代
三
奉
行
の
連
名
の
み
え
る
も
の
が
あ
る
。
即
ち
寺
社
奉
行
牧
野
越
中
守
、

　
　
　
　
町
奉
行
石
河
土
佐
守
、
島
長
門
守
、
勘
定
奉
行
水
野
対
馬
守
、
木
下
伊
賀
守
、
神
谷
志
摩
守
の
七
名
連
記
の
写
本
で
あ
る
。
こ
の
写
本
は

　
　
　
　
島
、
神
谷
の
当
時
三
奉
行
の
在
任
期
間
か
ら
し
て
、
「
御
定
書
二
添
候
例
書
」
の
編
纂
が
一
先
ず
完
成
す
る
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
四

　
　
　
　
「
御
定
書
」
原
本
か
ら
の
伝
写
本
で
あ
ろ
う
。

拙
稿
「
塵
芥
集
の
原
本
に
つ
い
て
」
『
伊
達
家
塵
芥
集
の
研
究
』
所
収
二
二
九
頁
以
下
参
照
。

佐
藤
進
一
『
中
世
史
論
集
』
所
収
三
〇
五
頁
以
下
。

佐
藤
説
に
対
す
る
異
論
と
し
て
は
、
河
内
祥
輔
「
御
成
敗
式
目
の
法
形
式
」
『
歴
史
学
研
究
』
第
五
〇
九
号
、
杉
橋
隆
夫
「
御
成
敗
式
目
成
立
の
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
日
本
政
治
社
会
史
研
究
　
下
』
所
収
等
が
あ
る
。
ま
た
佐
藤
説
に
立
脚
し
て
更
に
「
式
目
」
再
編
の
意
義
を

　
　
　
　
　
　
　
　
羽
賀
徳
彦
「
領
主
支
配
と
法
」
『
岩
波
講
座
　
日
本
歴
史
5
　
中
世
1
』
所
収
が
あ
る
。

佐
藤
進
一
・
池
内
義
資
編
『
中
世
法
制
史
料
集
　
第
一
巻
　
鎌
倉
幕
府
法
』
所
収
の
「
校
本
御
成
敗
式
目
」
に
よ
れ
ば
、
「
式
目
」
起
請
文
の
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
概
ね
底
本
鶴
岡
本
と
同
じ
く
「
貞
永
元
年
七
月
十
日
」
と
す
る
が
、
鳳
来
寺
本
に
は
「
貞
永
元
年
八
月
十
日
」
、
群

　
　
　
　
「
貞
永
元
年
七
月
日
」
と
あ
る
。
し
か
し
こ
の
写
本
に
よ
る
日
付
の
異
同
は
、
「
式
目
」
改
正
の
時
期
と
は
関
係
が
な
い
。

坂
本
太
郎
「
養
老
律
令
の
施
行
に
つ
い
て
」
『
律
令
制
度
　
坂
本
太
郎
著
作
集
　
第
七
巻
』
所
収
七
七
頁
。
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（
2
6
）
　
青
木
和
夫
他
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
1
3
　
績
日
本
紀
　
二
』
補
注
四
九
一
頁
。
ま
た
養
老
律
令
編
纂
の
理
由
を
政
治
的
動
機
に
求
め
ず
、
大

宝
律
令
の
有
し
た
不
備
・
欠
陥
の
整
備
・
修
正
に
求
め
る
論
考
と
し
て
、
榎
本
淳
一
「
養
老
律
令
試
論
」
笹
山
晴
生
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
律
令
制

論
集
　
上
巻
』
所
収
が
あ
る
。

（
2
7
）
　
瀧
川
政
次
郎
「
羅
城
・
羅
城
門
を
中
心
と
し
た
我
が
国
都
城
制
の
研
究
」
『
京
制
並
に
都
城
制
の
研
究
』
所
収
一
〇
二
頁
。

（
2
8
）
　
大
宝
律
令
施
行
後
、
令
官
・
令
師
が
諸
司
・
官
入
の
疑
義
に
答
え
て
律
令
条
文
の
解
釈
の
治
定
や
そ
の
欄
定
に
関
わ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
早
川

庄
八
「
奈
良
時
代
前
期
の
大
学
と
律
令
学
」
『
日
本
古
代
官
僚
制
の
研
究
』
所
収
四
一
八
頁
参
照
。

（
2
9
）
　
瀧
川
政
次
郎
「
新
古
律
令
の
比
較
研
究
」
『
律
令
の
研
究
』
所
収
三
五
三
頁
以
下
参
照
。
但
し
坂
本
太
郎
氏
は
「
大
宝
令
と
養
老
令
」
（
前
掲
『
律
令

制
度
』
六
二
頁
）
に
お
い
て
、
両
令
の
実
質
的
相
違
の
例
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
即
ち
、
「
以
上
の
諸
例
を
み
る
と
、
養
老
令
の

撰
修
者
は
時
勢
に
即
応
し
た
土
地
制
度
の
改
革
を
令
文
中
に
も
り
こ
む
こ
と
に
熱
意
を
示
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
養
老
の
修
正
は
、
大
体
に
形
式

的
な
字
句
の
問
題
で
あ
っ
て
、
実
質
に
は
関
係
が
な
い
と
い
う
概
括
は
、
こ
の
点
か
ら
見
て
、
正
し
く
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
く
に
戸
令
や
田
令

　
の
よ
う
に
、
国
民
の
生
活
に
密
着
し
た
部
分
に
、
こ
の
修
正
の
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
、
そ
の
意
味
の
大
き
い
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
実

質
的
修
正
の
場
合
に
も
、
さ
き
に
形
式
的
な
字
句
修
正
の
際
に
見
た
、
大
宝
令
の
独
自
性
尊
重
主
義
を
唐
風
順
応
に
き
り
か
え
る
と
い
う
精
神
の
貫
徹
し

　
て
い
る
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
る
」
と
。
こ
の
よ
う
に
坂
本
氏
に
よ
れ
ば
、
大
宝
令
編
纂
の
基
本
的
立
場
は
我
が
国
の
独
自
性
尊
重
主
義
で
あ
っ
て
、
養
老

令
の
そ
れ
は
唐
風
順
応
主
義
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
き
り
か
え
」
も
、
や
は
り
我
が
律
令
法
典
編
纂
の
意
図
や
目
的
の
枠
内
で
の
修
正

　
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
当
時
の
明
法
家
（
大
宝
令
の
注
釈
書
「
古
記
」
の
編
者
等
）
は
、
唐
令
を
さ
し
て
「
本
令
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
よ

　
う
な
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
唐
風
に
順
応
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
大
宝
律
令
編
纂
の
理
念
や
そ
の
立
法
の
精
神
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
3
0
）
　
瀧
川
政
次
郎
「
養
老
律
令
」
前
掲
『
律
令
の
研
究
』
所
収
一
九
五
頁
。

（
31
）
　
坂
本
太
郎
「
績
日
本
紀
」
『
六
国
史
　
坂
本
太
郎
著
作
集
　
第
三
巻
』
所
収
一
三
六
頁
。
な
お
坂
本
氏
に
よ
れ
ば
、
『
績
日
本
紀
』
の
編
纂
に
つ
い

　
て
、
凡
そ
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
即
ち
、
そ
の
編
纂
に
は
前
半
の
二
十
巻
と
後
半
の
二
十
巻
と
が
別
々
に
撰
ば
れ
た
と
い
う
特
殊
事
情
が
存
す
る
。

　
前
半
の
二
十
巻
は
文
武
天
皇
か
ら
天
平
宝
字
元
年
ま
で
の
六
十
一
年
間
を
記
し
た
曹
案
三
十
巻
が
早
く
か
ら
存
在
し
、
恐
ら
く
そ
れ
は
淳
仁
朝
に
書
か
れ

　
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
稿
本
を
光
仁
朝
に
石
川
名
足
等
が
修
正
し
、
更
に
そ
れ
を
桓
武
朝
に
菅
野
眞
道
等
が
再
修
正
を
施
し
て
二
十
巻
に
編
成
し
直
し

　
た
。
な
お
前
記
曹
案
三
十
巻
に
は
項
事
が
述
べ
ら
れ
た
り
、
重
要
な
こ
と
が
漏
れ
た
り
し
て
史
書
と
し
て
満
足
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

　
る
。
ま
た
坂
本
氏
は
養
老
律
令
撰
修
の
論
功
行
賞
と
し
て
矢
集
虫
麻
呂
ら
五
人
に
功
田
を
賜
わ
っ
た
『
績
紀
』
養
老
六
年
二
月
戊
戌
条
の
記
事
を
指
摘
し

　
て
、
「
そ
の
撰
修
下
命
の
時
、
完
成
奏
上
の
時
な
ど
は
、
大
宝
律
令
の
例
か
ら
い
っ
て
も
、
当
然
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」
（
前
掲
書
一
三
六
頁
）
と



さ
れ
る
。
『
績
紀
』
の
も
つ
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
は
、
十
分
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
大
宝
律
令
の
編
纂
と
養
老
律
令
の
編
纂
と
を
同
一
の
次
元

　
で
論
ず
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
問
題
が
残
ろ
う
か
と
思
う
。

（
32
）
　
荷
田
在
満
「
令
三
　
」
官
幣
大
社
稲
荷
神
社
編
纂
『
荷
田
全
集
第
七
巻
』
四
一
八
頁
。

（
3
3
）
　
瀧
川
政
次
郎
氏
も
最
晩
年
の
論
考
「
中
国
の
礼
制
と
日
本
の
儀
式
（
一
）
」
『
儀
礼
文
化
』
第
三
一
号
の
五
六
頁
に
お
い
て
、
「
奈
良
、
平
安
の
人
々

は
、
大
宝
律
令
の
制
定
に
よ
っ
て
律
令
編
纂
の
事
業
は
一
応
完
成
し
た
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
現
存
の
律
令
は
、
養
老
二
年
か
ら
六
年
に
か
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
律
）

編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
養
老
令
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
修
正
は
字
句
の
修
正
が
主
で
あ
っ
て
、
規
定
の
改
正
に
及
ぶ
も
の

は
極
め
て
　
い
か
ら
、
現
存
の
令
を
養
老
刷
定
の
大
宝
令
と
呼
ん
で
も
大
過
は
な
い
と
思
う
。
」
（
傍
点
、
小
林
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
誕
）
　
仁
井
田
陞
・
牧
野
巽
「
故
唐
律
疏
議
製
作
年
代
考
　
上
下
」
『
東
方
学
報
　
東
京
』
第
一
冊
、
第
二
冊
。
律
令
研
究
会
編
『
諄
註
日
本
律
令
一
　
首

巻
』
に
再
録
。

（
3
5
）
　
楊
廷
福
著
・
岡
野
誠
訳
「
唐
律
疏
議
の
製
作
年
代
に
つ
い
て
」
『
法
律
論
叢
』
第
五
二
巻
第
四
号
。

（
3
6
）
　
楊
前
掲
論
文
一
七
八
頁
以
下
に
お
け
る
岡
野
誠
「
訳
者
附
記
」
、
八
重
津
洋
平
「
故
唐
律
疏
議
」
滋
賀
秀
三
編
『
中
国
法
制
史
　
基
本
資
料
の
研
究
』

所
収
一
九
九
頁
以
下
。
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